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発刊にあたって 

医療経済研究機構は、我が国のヘルスケア政策に関する研究機関として、医療政策に加

え、介護・健康増進・疾病予防を含む「ヘルスケア」全般を研究領域とした様々な調査研究事

業を行っています。重点的な研究分野の一つである「諸外国のヘルスケアに関する研究」で

は、欧米諸国をはじめとする各国の医療・介護制度に関する基礎的な情報の収集・整理や、

国際比較研究を継続してきました。 

 これまで当機構では、2012 年度から「新経済成長大国の医療保障制度に関する調査研

究」プロジェクトを立ち上げ、新興国を対象とした調査研究プロジェクトを進めてまいりました。

同調査研究プロジェクトでは、文献調査のみならず現地調査も実施しており、現地より基礎デ

ータ・最新情報を入手することは、我が国では情報が限られている新興国の医療保障制度の

理解を深める際に、大変参考になると思われます。 

他方で、先進国の経験や制度改革の実際を丁寧に分析し、我が国の政策に対する示唆を

得ることもまた重要な課題と認識しております。とりわけ、財政制約下における効率的な制度

運営、公平性の確保、地域間格差の是正といった課題は、国の経済発展段階にかかわらず

共通するテーマです。 

本報告書「ニュージーランドの医療保障制度」では、医療費、制度改革、薬事・医薬品政策

など幅広い視点から同国の現状を整理しました。ニュージーランドは OECD 加盟国の一員と

して、高い生活水準と安定した医療制度を有する国でありながら、近年は大規模な制度改革

を通じて医療提供体制の再編を進めています。我が国の医療政策や制度運営を考える上

で、先進国であるニュージーランドの経験と課題は多くの示唆を与えるものと考えます。本書

が、医療政策の検討や国際比較研究の参考資料として広く活用されることを願っております。 

本報告書の発刊に当たりましては、国立保健医療科学院 保健医療経済評価研究センタ

ー 上席主任研究官 白岩 健 先生、同主任研究官 此村 恵子氏 に多大なるご支援を賜

りました。この場をお借りして、厚く御礼申し上げます。 

令和 7 年 12 月 

一般財団法人 医療経済研究・社会保険福祉協会 

医療経済研究機構 

所長 遠藤 久夫 
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序序文文

1. 調調査査背背景景

医療保障制度は、各国における社会政策の中核を成すものであり、国民の健康の確保と社

会的安定に直結する。その在り方は、人口動態の変化、経済状況、国際的な感染症流行、

技術革新といった要因によって影響を受ける。特に 21 世紀に入って以降、世界的に高齢化

の進展と生活習慣病などの慢性疾患が増加する中、医療財源の制約が強まっており、持続

可能かつ公平な制度設計が求められている。また、COVID-19 パンデミックは各国の医療供

給体制の脆弱性を浮き彫りにし、制度の柔軟性と強靭性をいかに確保するかが各国の課題

となっている。

このような状況下で、ニュージーランドは、公的資金を中心とした包括的医療保障制度を維

持してきた。同国の国民 1 人当たりの医療費支出が日本と大きく変わらず、また、医療費に

占める公的支出の割合も日本と同程度であることも注目すべき点である。すなわち、規模や

地理的条件は異なるが、両国は財政的負担の水準や公的関与の度合いにおいて類似した

特徴を有しており、ニュージーランドの事例を検討することは日本の医療制度を考察する上で

も有益な比較対象となり得る。

また、ニュージーランドは、2022 年には大規模な制度改革を断行し、地域保健組織

（DHBs）を統合して「Health New Zealand」を設立している。この改革は、地域間格差の是

正、効率性の向上、医療資源の一元的管理を目的としたものである。さらに、先住民族マオリ

をはじめとする多様な文化的背景を持つ人々が暮らす社会において、医療アクセスの公平性

や健康格差の是正を重要課題として掲げる点も特徴的である。

更に、ニュージーランドの医療制度を考察する上で、特に注目すべき課題の一つに「患者の

待ち時間」がある。専門診療や外科手術における待機期間の長期化は、患者の健康アウトカ

ムに負の影響を与えるのみならず、国民の制度への信頼性を揺るがす深刻な問題であり、

国民の関心も高い。待機時間の長期化は、制度全体の効率性や公平性を問う試金石となっ

ており、この課題については、ニュージーランドの医療制度を理解する上で不可欠の観点と

いえる。

こうした課題に対応するため、ニュージーランド政府および Health New Zealand は、待機

リストの一元的管理システムの導入、優先度に基づくトリアージの徹底、デジタル技術を活用

した予約・情報共有の改善、プライマリ・ケアの機能強化による病院依存の軽減など、多角的

な取り組みを進めている。これらの施策は未だ途上にあるが、制度改革の成否を占う重要な

試みであり、各国が直面する医療供給の制約に対する一つの参考事例となり得る。

2. 調調査査目目的的

本調査報告書の目的は、ニュージーランドの医療保障制度を対象として、その制度的枠組
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み、運用上の特徴、そして現下の課題を包括的に明らかにすることである。具体的には以下

の点に重点を置いた。

1) 制制度度設設計計のの理理念念とと特特徴徴のの把把握握

法制度、政策文書、統計資料を通じて、ニュージーランドの医療保障制度の理念的基盤を

明らかにし、他国制度との比較可能性を検討する。特に、Health New Zealand 創設後の変

化を整理し、地域格差是正や資源配分の効率化の実態を明らかにする。

2) 患患者者のの待待ちち時時間間にに関関すするる課課題題のの検検証証

専門診療や手術待機リストの現状を整理し、その要因を構造的に分析する。さらに、待機時

間短縮に向けた政策的対応の進展状況を把握し、制度改革との関連性を考察する。

3) 国国際際的的意意義義のの提提示示

ニュージーランドの経験を国際的文脈に位置づけ、人口規模が比較的小さい国における制

度改革の効果や限界、医療費抑制と公平性確保の両立方策について、我が国を含む他国

が学び得る示唆を提示する。

本研究は以上の目的を達成することにより、ニュージーランドの医療保障制度を単なる事例

研究にとどめず、国際的な医療政策論議に資する知見、わが国の医療制度の示唆を提供す

ることを意図する。とりわけ、患者の待機時間という具体的かつ切実な課題を切り口とするこ

とで、制度の持続可能性と普遍性を多角的に検討し、今後の医療制度改革に向けた方向性

を探るものである。

3. 調調査査方方法法

本調査研究は、以下の 3 つのフェーズに分けて実施した。

1) 第 1 フェーズ：文献調査

医療経済研究機構が 2012 年以降に実施してきた「新経済成長大国の医療保障制度に関

する調査研究」をもとに、調査項目を選定した。加えて、医療系研究誌および医療経済系研

究誌からニュージーランドに関する医療制度および医療関連データなどの文献を検索し、調

査項目のギャップアナリシスを実施。更にはインターネット等から政府機関、現地のニュース

サイトから最新情報を収集し調査項目を絞り込んだ。

2) 第 2 フェーズ：現地調査

ニュージーランドの医療を司る政府関連機関、関連団体、および関連企業等のホームペー

ジなどを通じて事業・活動内容を確認したうえで、関連する質問事項を各機関に対して 10～
20 項目挙げた。作成した質問票は各機関へ事前に送付し、面談の際に詳細にご回答いただ

いた。
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3) 第 3 フェーズ：総合調査

フェーズ 2 までに収集した机上調査と現地調査の情報を整理し、再度根拠となる資料を確

認し、追加調査を実施した。

以上の各フェーズより、医療を取り巻く、政府、医療者、産業の視点から報告書を作成した。

各 2～3 時間のインタビュー形式で現地（ウェリントン）にて聴取した（実施期間：2025 年 7 月

28 日～8 月 1 日）。現地調査では、次項目に記載した機関・団体に対し質問を行い、特定の

団体の意見のみに偏らないように複数から意見を聴取した。

4. 現現地地調調査査ででのの面面会会機機関関

1) ニュージーランド保健省（Ministry of Health）
ニュージーランド保健省は、政府の中央省庁の一つであり、国の保健政策全般を所

管する機関である。直接医療サービスを提供するのではなく、主として 政策立案・規

制・監督 を担う。医療現場の運営（病院・診療所など）は Health New Zealand が担

い、保健省はその上位で制度設計や全体方針を司る構造となっている。

2) Health New Zealand
Health New Zealand（Te Whatu Ora）は、2022 年 7 月にニュージーランド政府の医

療制度改革の一環として設立された国の機関。主な任務は、①全国規模での医療サ

ービスの計画・提供、②医療人材の配置や施設整備の最適化、③待機リスト管理な

どを含む効率的な医療提供体制の確立、④マオリをはじめとする多様な住民に対す

る公平な医療アクセスの保障である。

3) PHARMAC
PHARMAC（Pharmaceutical Management Agency） は、ニュージーランドにおける

医薬品・医療関連製品の資金配分を担う国の機関であり、1993 年に設立された。公

的医療制度の下で、限られた財源を効率的に活用し、国民に必要な薬剤・治療を安

価に提供することを使命としている。

4) Tū Ora Compass Health (PHO)
PHO（Primary Health Organisation：プライマリーヘルス機関）は、ニュージーランド

における地域住民向けの一次医療サービスを提供・調整する非営利組織。住民の健

康増進と疾病予防、医療アクセスの公平性改善を目的としている。Tū Ora Compass
Health は、ウェリントン地区を代表とする PHO の一つ。インタビューに対応してくれ

たのは、GP での診療もする医師であった。

5) Medicines New Zealand
ニュージーランドにおける 研究開発型製薬企業の業界団体。多国籍企業を含む先

発医薬品メーカーを代表し、国民が革新的で質の高い医薬品にアクセスできるよう政

策提言や広報活動を行っている。
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6) Southern Cross Health Insurance
ニュージーランド最大の非営利型民間医療保険組織で、ニュージーランドの民間健

康保険市場を代表する存在。ニュージーランドの健康保険加入者のおよそ 7 割（約

90 万人）が Southern Cross を通じて保険に加入しているとされる。

5. 情情報報面面ででのの制制約約

複数の機関から複数の数値が発表されているケースが存在するが、可能な範囲で政府機

関のデータを優先した。医療提供体制や市場データに関しては、入手し得るデータのうち、本

報告書での使用が可能である 2025 年 8 月時点での最新データを用いたが、各機関で聴取

した現状との間に不一致がある可能性もある。また、薬事申請関連スキーム等、複数機関か

ら入手した情報に関しては、出来る限りシンプルな情報を選択した。なお、本報告書で言及す

る法制度に関する記載内容は、2025 年 8 月時点で施行または有効であるニュージーランド

の法律・細則・通達に基づいている。

6. 謝謝辞辞

本調査研究の現地調査を実施するにあたり、在ニュージーランド日本国大使館一等書記官

の神廣 創太 氏、をはじめ、日本国大使館の多くの方々にご支援をいただき、心より御礼申

し上げる。

また、調査研究を開始するにあたり、在京ニュージーランド大使館の Tim Stewardson 一等

書記官、ロイド 久美子 Policy Adviser、さらには、元ニュージーランド政府企業・技術革新・

雇用省の五味渕 誠之氏に調査の方向性につきアドバイスをいただいた。この場をお借りし

て厚く御礼申し上げる。

現地（ウェリントン）での各機関との面談における通訳は、Jerry Jewett 氏にお願いした。非

常に円滑なコミュニケーションをサポートしていただいたことに感謝申し上げる。

現地調査では、数多くの機関・団体にインタビューに応じていただいた。多忙な中、貴重な

時間を割いていただいた上、我々の質問内容に対して非常に真摯に対応いただき、調査に

協力いただけたことに感謝の意を表したい。我々が受けた関係各位からのご厚意への返礼と

して、本報告書では、ニュージーランドの医療制度・薬剤関連制度・最新トピックス等につい

て、最新の情報を可能な限り正確に報告したい。

- 8 -



- 8 -

6) Southern Cross Health Insurance
ニュージーランド最大の非営利型民間医療保険組織で、ニュージーランドの民間健

康保険市場を代表する存在。ニュージーランドの健康保険加入者のおよそ 7 割（約

90 万人）が Southern Cross を通じて保険に加入しているとされる。

5. 情情報報面面ででのの制制約約

複数の機関から複数の数値が発表されているケースが存在するが、可能な範囲で政府機

関のデータを優先した。医療提供体制や市場データに関しては、入手し得るデータのうち、本

報告書での使用が可能である 2025 年 8 月時点での最新データを用いたが、各機関で聴取

した現状との間に不一致がある可能性もある。また、薬事申請関連スキーム等、複数機関か

ら入手した情報に関しては、出来る限りシンプルな情報を選択した。なお、本報告書で言及す

る法制度に関する記載内容は、2025 年 8 月時点で施行または有効であるニュージーランド

の法律・細則・通達に基づいている。

6. 謝謝辞辞

本調査研究の現地調査を実施するにあたり、在ニュージーランド日本国大使館一等書記官

の神廣 創太 氏、をはじめ、日本国大使館の多くの方々にご支援をいただき、心より御礼申

し上げる。

また、調査研究を開始するにあたり、在京ニュージーランド大使館の Tim Stewardson 一等

書記官、ロイド 久美子 Policy Adviser、さらには、元ニュージーランド政府企業・技術革新・

雇用省の五味渕 誠之氏に調査の方向性につきアドバイスをいただいた。この場をお借りし

て厚く御礼申し上げる。

現地（ウェリントン）での各機関との面談における通訳は、Jerry Jewett 氏にお願いした。非

常に円滑なコミュニケーションをサポートしていただいたことに感謝申し上げる。

現地調査では、数多くの機関・団体にインタビューに応じていただいた。多忙な中、貴重な

時間を割いていただいた上、我々の質問内容に対して非常に真摯に対応いただき、調査に

協力いただけたことに感謝の意を表したい。我々が受けた関係各位からのご厚意への返礼と

して、本報告書では、ニュージーランドの医療制度・薬剤関連制度・最新トピックス等につい

て、最新の情報を可能な限り正確に報告したい。

- 9 - 
 

ままええががきき                                                                                                  

 
 変化する世界的な社会経済情勢の中で、先進国における医療保障制度はどのように設計

され、機能しているのか。医療経済研究機構では、本年度はニュージーランドを対象国として

取り上げ、最新の情報を収集するとともに、制度改革の経緯や地域特性にも触れながら、多

角的な情報を提供することを目指して本報告書を取りまとめるよう努めました。 
 ニュージーランドは、南太平洋に位置し、約 520 万人の人口を有する国であり、自然豊かな

国土と多文化社会を特徴としています。農業や観光に加え、研究開発や ICT 分野を中心とし

たイノベーションの振興にも力を注いでいます。生活の質に関しても、OECD の「Better Life 
Index」や「World Happiness Report」において国民の満足度が OECD 平均を上回る水準に

あるなど、国際的にも比較的高い評価を受けています。一方で、地理的な隔絶や人口規模の

小ささに起因する課題を抱えつつ、効率的かつ公平な社会保障制度の構築を模索してきまし

た。 
 ニュージーランドの経済規模は世界の中で決して大きくはありませんが、GDP は安定的に

成長を続けており、1 人当たり GDP も高水準を維持しています。その一方で、先住民族マオ

リや太平洋諸島出身者をはじめとする少数民族集団における健康格差、また遠隔地におけ

る医療アクセスの不均衡は長年の政策課題となってきました。 
 医療の面では、公的資金による医療費支出が中心を占め、国民に対して基本的に無償ま

たは低負担での医療提供が行われています。2022 年には大規模な制度改革が実施され、

全国の地域保健機関を統合して「Health New Zealand」が設立されました。これにより、資源

の効率的な配分と全国的な統一性の確保を図るとともに、地域ごとの不均衡是正を目指して

います。また、医薬品については PHARMAC が単独の購買機関として交渉を担い、コスト効

率と公平性の両立を実現してきた点が国際的にも注目されています。 
 本書は、ニュージーランドにおける医療保障制度について、医療費、医療政策、制度改革、

薬事、医薬品政策等、幅広い観点から整理を行ったものです。今後のわが国の医療制度を

考えるにあたり、制度の特徴や課題、そして改善への取り組みについて多くの示唆を与える

ものと考えます。本報告書が、医療政策の検討や国際比較研究の参考資料としてご活用い

ただければ幸いです。 
 
 

一般財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会 
常務理事 峯村 芳樹 
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